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そもそも、

「院内感染対策」って

法的にどう位置付けされているの？

医療機関でのことだから、

医療法を見ればいいはず！



ところが、、、

医療法のどこをみても、

「感染対策」という言葉は

ない。。。



（例）医療法 医療法施行令 医療法施行規則
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法規命令：法的拘束力あり



法律
医療法

第3章 医療の安全の確保

第6条の12（病院等の管理者の責務）

病院等の管理者は、前二条に規定するもののほか、厚生労

働省令で定めるところにより、医療の安全を確保するため

の指針の策定、従業員に対する研修の実施その他の当該病

院、診療所又は助産所における医療の安全を確保するため

の措置を講じなければならない。



省令 医療法施行規則 第1章の2 医療の安全の確保

第1条の11第2項

病院等の管理者は、前項各号に掲げる体制の確保に当たつては、次に掲
げる措置を講じなければならない（略）。

一．院内感染対策のための体制の確保に係る措置として次に掲げるもの
（ただし、ロについては、病院、患者を入院させるための施設を有
する診療所及び入所施設を有する助産所に限る。）

イ 院内感染対策のための指針の策定

ロ 院内感染対策のための委員会の開催

ハ 従業者に対する院内感染対策のための研修の実施

ニ 当該病院等における感染症の発生状況の報告その他の院内感染対
策の推進を目的とした改善のための方策の実施

二．医薬品安全管理

三．医療機器安全管理

・・・



施行通知

従業者に対する院内感染対策のための研修

新省令第一条の十一第2項第1号ハに規定する従業者に

対する院内感染対策のための研修は、院内感染対策の

ための基本的考え方及び具体的方策について、当該研

修を実施する病院等の従業者に周知徹底を行うことで、

個々の従業者の院内感染に対する意識を高め、業務を

遂行する上での技能やチームの一員としての意識の向

上等を図るものであること。

当該病院等の実情に即した内容で、職種横断的な参加

の下に行われるものであること。

本研修は、病院等全体に共通する院内感染に関する内

容について、年2回程度定期的に開催するほか、必要に

応じて開催すること。また、研修の実施内容(開催又は

受講日時、出席者、研修項目)について記録すること。

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法
等の一部を改正する法律の一部の施行について

（平成19年3月30日厚生労働省医政局長通知、医政発第
0330010号）



院内感染対策
通知



平成26年通知の概要

• 組織化

• 標準予防策・感染経路別予防策

• 手指衛生

• 職業感染

• 医療機器の洗浄、消毒・滅菌

• 地域連携

• アウトブレイク対応（厳重な感染対策、疫学調査）

• 保健所・自治体の役割



アウトブレイク時の対応
（多剤耐性菌を想定）

院内感染によるアウトブレイクが疑われる場合

①速やかな疫学的調査（環境培養、スクリーニング等）
②厳重な院内感染対策（個室・コホート隔離、接触感染予防策等）

新たな感染症の発病症例を認める

地域のネットワークに参加する医療機関等の専門家
に感染拡大防止に向けた支援を依頼

同一のカテゴリーの多剤耐性菌による感染症の
発病症例が多数にのぼる場合（目安として10名以上）

保健所に報告

医療機関間ネットワーク

感染制御チーム

院内感染対策委員会

支援

報告 指導・助言

保健所

地域の専門家に相談



注意
すべき
5菌種

• 平成26年12月19日通知で「保菌も含めて1例目の発見をもっ
て、アウトブレイクに準じて厳重な感染対策を実施するこ
と」とされている。

➢バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌

(ＶＲＳＡ)

➢多剤耐性アシネトバクター属菌

(ＭＤＲＡ)

➢バンコマイシン耐性腸球菌

(ＶＲＥ)

➢多剤耐性緑膿菌

(ＭＤＲＰ)

➢カルバペネム耐性腸内細菌科細菌

(ＣＲＥ)



医療機器・器具
の管理



十二指腸鏡を介したCREの伝
播に関するFDAの報告

• 「2013年及び2014年の2年間
で報告を受けているだけで135
人が、十二指腸鏡でCRE(カルバ
ペネム耐性腸内細菌科細菌)に
感染していた」とFDAが公表し
た。





十二指腸鏡による多剤耐性菌の伝播について
(平成27年3月20日)
(厚生労働省医政局地域医療計画課長
医薬食品局安全対策課長連名通知)

ERCP等の十二指腸鏡によ

る施術を中止する必要は

ない。

リスクは説明せよ。

感染リスクを最小化する

ため、関連学会が出して

いるガイド等を遵守せよ。

鉗子起上装置はブラッシ

ングせよ。

十二指腸鏡によって、CRE

等の多剤耐性菌の感染が

確認または疑われた場合

は、保健所に報告せよ。



坂田ら、日本臨床微生物学雑誌、2012



• フランスの報告(十二指腸鏡は米国と
同じ構造)

• 8か月で16人の患者からESBL産生
Klebsiella pneumoniae

• 16人は、全員ERCP後

• 十二指腸鏡から同一の菌株を分離

• 用手洗浄の不十分を確認



「医療機関における院内感染対策について」
(厚生労働省医政局地域医療計画課長通知平成26年12月19日医政地発1219第1号)

2-5. 医療機器の洗浄、消毒又は滅菌

平成23年の通知には
この部分しかない。

『消化器内視鏡マルチソサエティ実践ガイド』のこと





抗菌薬適正使用



抗菌薬適正使用は国際的約束

抗菌薬の効果は、国際的な公共財であることを認識し、
人及び動物への抗菌薬の適正使用によって抗菌薬の効果が保たれるように努力する。

『G7首脳宣言 国際保健のためのG7伊勢志摩ビジョン』



Antimicrobial stewardship

感染対策向上加算１の要件の一つ（抗菌薬適正使用加算と同内容）

「薬剤耐性菌対策に関する提言」
(平成27年4月1日 厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)



厚労省：令和元年度DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」より作図

大学病院本院及びそれに準じる急性期病院（237病院）の
カルバペネム使用量・使用日数

カルバペネム
使用量／患者日

カルバペネム
使用日数／患者

日

15歳-64歳 65歳以上




